
  

  

公立高等学校の授業料（就学支援金） 

 

１ 授業料（就学支援金） 

○ 全日制 118,800円（年額）  

○ 定時制 32,400円（年額） 

または 1,620円／単位 

 

○ 通信制（受講料） 220円／単位  

 

 ＊授業料等の支払いと就学支援金との関係 

所得判定基準額 

 

 

 
 
 

就学支援金の給付 

（授業料支払いなし） 
【申請時期等】 
  入学時  ４月 
  毎年   ７月（収入状況届） 
 
 
 

 授業料の支払 

 
【支払時期】 
  毎年４回 

（６月、８月、10月、12月） 

 
 
 
 
 

保護者等の 
市町村民税の課税標準額 × ６％ － 市町村民税の調整控除の額  

上記による算出額  ＜ 304,200円 

※ 政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。 

毎年７月の就学支援金の届出により変わる

ことがあります（前年の所得による） 

（※）課税標準額などは、マイナポータルで 

「あなたの情報」から確認できます。 

（マイナンバーカードが必要です。） 

  

 

判定基準額未満で 
申請（届出）をされた方 

 

それ以外の方 


